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(57)【要約】
【課題】（１）衛材用として、高い液体透過性を有し、
皮膚との接触面積が小さいので、肌への刺激が小さく、
排出された液体によるウエット感が少で湿気がこもらず
ムレ感が少ない、（２）ワイパー用として、ゴミや汚れ
が孔に捕捉・固定されやすい、（３）食品類ドリップ吸
収シートとして、接触面積が小さいので、食品が傷みに
くく、さらに排出・吸収された液体のウエットバックも
小さくなる、などの特徴を有する有孔不織布シートを提
供する。
【解決手段】熱接着性合成繊維を主成分とし、全体目付
けが１５～１５０ｇ／ｍ２であり、多数の孔を有するエ
アレイド不織布であって、孔の個数が５，０００～６０
,０００個／ｍ２で、孔の総面積率が２０～７０％であ
る、有孔不織布シート。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱接着性合成繊維を主成分とし、全体目付けが１５～１５０ｇ／ｍ２であり、多数の孔
を有するエアレイド不織布であって、孔の個数が５，０００～６０,０００個／ｍ２で、
孔の総面積率が２０～７０％である、有孔不織布シート。
【請求項２】
　不織布の構成成分が、熱接着性合成繊維のみからなる、請求項１記載の有孔不織布シー
ト。
【請求項３】
　孔がほぼ球状および／または楕円状であり、球状の場合は直径、楕円状の場合は短径も
しくは長径が１～３０ｍｍである、請求項１または２記載の有孔不織布シート。
【請求項４】
　請求項１～３いずれかに記載の有孔不織布シートを構成部材とした、吸収性物品。
【請求項５】
　所定量の解繊された熱接着性合成繊維を主成分とする繊維を空気流に均一分散させなが
ら搬送し、吐出部に設けた細孔から吹き出した該繊維を、下部に設置された金属またはプ
ラスチックの繊維捕集用ネットであって、該ネット上には、積層される繊維ウェブの厚み
の１．２～５倍の高さを有する突起を局部的に設けた繊維捕集用ネット上に落とし、該ネ
ット下部で空気をサクションしながら、上記繊維を該ネット上に堆積させ、必要に応じて
、この操作を複数回繰り返す、請求項１～３いずれかに記載の有孔不織布シートの製造方
法。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアレイド法で形成されてなり、（１）生理用品、生理ナプキン、紙おむつ
、その他の吸収性物品に使用されるトップシート、もしくはトップシートと吸水体の間に
配置されるセカンドシート、（２）各種の対人、対物ワイパー（ウエット、ドライ）、（
３）ドリップ吸収シート（生鮮食品類敷物）、（４）高通気性を有する各種包装材、緩衝
材、（５）吸着性シート（表面積が大で悪臭ガスなどの吸着に適した構造で高通気性）、
などに使用される有孔不織布シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、知られている有孔不織布の製法は、（１）既存の不織布を用いて、打ち抜きプレ
スやカレンダー加工などで穿孔する方法、（２）水流による方法、（３）不織布を延伸、
スプリットする方法などである。（１）は、孔の精度は良いものの、穿孔部はロスとなる
ので省資源に反する。孔あき面積を大きくすればロスも大となる。（２）は、高圧力の水
流が必要で高コストであり、またせいぜい数ｍｍ程度の大きさの孔しか期待できない。（
３）の場合は、特別な延伸機が必要であるばかりか、孔の精度や数の制御が難しく、汎用
的な手段ではない。
【０００３】
　有孔不織布の具体例としては、オムツ、生理用ナプキンなどの衛生品のトップシートと
して、特許文献１（特表２００２－５２７６３６号公報）記載の有孔不織布が提案されて
いる。この有孔不織布は、連続フィラメント（割繊糸）からなり、つまりＳＢ不織布であ
り（同特許文献の段落「００３２」）、水流分割後に高圧水流で穿孔するものである（同
特許文献の段落「００３７」）。また、同特許文献の実施例１（同特許文献の段落「００
３９」）によれば、孔の半径ｒ＝平均１．４ｍｍ、間隔＝６ｍｍ、開口面積＝３４％であ
る。
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　この有孔不織布は、分割により細繊度化し、ファインデニールであるので、柔らかくて
しなやかであり、強度も大であり、有孔不織布なので、体液透過性が良好で、かつ低ウエ
ットバック性であるとされている。
　しかしながら、不織布を形成する際のウェブ形成はスパンボンド法なので、地合いの均
一性に欠ける。また、特殊な割繊繊維を原料繊維とし、また高圧水流を使用し、繊維を割
繊、および穿孔するため、高コスト化が避けられない。なお、特許文献１には、エアレイ
ド法による不織布の製造はまったく開示されていない。
【０００４】
　また、特許文献２（特開２００４－３０８９３８号公報）には、加湿器用吸水フィルタ
ー材が提案されている。このフィルター材は、親水性繊維と熱接着性繊維からなるカード
ウェブに水流交絡法により、孔開き不織布を作成し、これに該孔開き不織布の孔の大きさ
よりも大きい目のネットを接着接合したものである（同特許文献の請求項１など）。この
孔開き不織布は、孔径が1～５ｍｍ、孔の個数は１～２５個／ｃｍ２、開口率は５～５０
％である（同特許文献の段落「００１１」）。
　このフィルター材は、孔があるので厚み方向の通気性や通気性が良好で、かつ形態安定
性もよいとされている。
　しかしながら、ウェブ形成はカーディング法なので、地合いの均一性に欠け、また水流
で孔を形成するので、孔の大きさや形状が不安定になりやすいという欠点を有する。加え
て、高圧の水流を用いるので、高コストである。なお、特許文献２にも、エアレイド法に
よる不織布の製造はまったく開示されていない。
【０００５】
　さらに、特許文献３（特公平７－９１７６２号公報）には、熱可塑性繊維からなるウェ
ブを、該熱可塑性繊維の融点以下の温度を有する、エンボスロールとフラットロールとか
らなる一対のロールで加熱加圧処理して、該ウェブを打ち抜いて貫通孔を形成すると同時
に該貫通孔周辺の繊維を相互に熱融着させて、衣料用芯地など用いられる孔あき不織布が
提案されている（同特許文献の請求項１など）。
　この孔あき不織布は、連続生産が可能で、孔のパターンも種々可能である。
　しかしながら、カレンダーロール方式なので、高密度化しやすく、嵩高さを維持するこ
とは困難である。また、フラットロールに付着した打ち抜き片を剥ぎ取る必要がある。さ
らに、抜き片はロスとなり、原単位が悪い。なお、特許文献３にも、エアレイド法による
不織布の製造はまったく開示されていない。
【０００６】
【特許文献１】特表２００２－５２７６３６号公報
【特許文献２】特開２００４－３０８９３８号公報
【特許文献３】特公平７－９１７６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、エアレイド不織布の工程をそのまま使用でき、原料繊維のロスもあらたに発
生せず、１ｃｍを超える大きさの孔も可能となり，種々の用途に有用な有孔不織布シート
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、熱接着性合成繊維を主成分とし、全体目付けが１５～１５０ｇ／ｍ２であり
、多数の孔を有するエアレイド不織布であって、孔の個数が５，０００～６０,０００個
／ｍ２で、孔の総面積率が２０～７０％である、有孔不織布シート（以下「不織布シート
」ともいう）に関する。
　ここで、上記不織布の構成成分は、熱接着性合成繊維のみからなるものが好ましい。
　また、上記孔は、ほぼ球状および／または楕円状であり、球状の場合は直径、楕円状の
場合は短径もしくは長径が好ましくは１～３０ｍｍである。
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　次に、本発明は、上記有孔不織布シートを構成部材とした、吸収性物品に関する。
　次に、本発明は、所定量の解繊された熱接着性合成繊維を主成分とする繊維を空気流に
均一分散させながら搬送し、吐出部に設けた細孔から吹き出した該繊維を、下部に設置さ
れた金属またはプラスチックの繊維捕集用ネットであって、該ネット上には、積層される
繊維ウェブの厚みの１．２～５倍の高さを有する突起を局部的に設けた繊維捕集用ネット
上に落とし、該ネット下部で空気をサクションしながら、上記繊維を該ネット上に堆積さ
せ、必要に応じて、この操作を複数回繰り返す、上記有孔不織布シートの製造方法に関す
る。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の有孔不織布シートは、熱接着性合成繊維を主成分とし、エアレイド法によって
形成された有孔不織布シートであるので、原料繊維のロスも発生せず、（１）衛材用とし
て、高い液体透過性を有し、皮膚との接触面積が小さいので、肌への刺激が小さく、排出
された液体によるウエット感が少で湿気こもらずムレ感が少ない、（２）ワイパー用とし
て、ゴミや汚れが孔に捕捉・固定されやすい、（３）食品類ドリップ吸収シートとして、
接触面積が小さいので、食品が傷みにくく、さらに排出・吸収された液体のウエットバッ
クも小さくなる、（４）高通気性を有し、各種包装材、緩衝材に、さらに（５）表面積が
大で悪臭ガスの吸着などに適し、吸着性シートなどに有用である
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。
　本発明の有孔不織布シートは、熱接着性合成繊維を主成分とし、目付が１５～１５０ｇ
／ｍ２のエアレイド不織布から構成されている。
　ここで、「主成分とする」とは、熱接着性合成繊維が７０重量％以上、好ましくは８５
重量％以上であることを指称し、３０重量％以下程度、後記する他の繊維やパルプが含ま
れていてもよい。
　なお、本発明の不織布シートは、熱接着性合成繊維を主成分とするものであり、該熱接
着性合成繊維１００重量％使いのもののほか、例えば熱接着性合成繊維＋パルプ繊維、あ
るいは、熱接着性合成繊維＋パルプ繊維＋ケミカルバインダーなどからなる一層以上のエ
アレイド不織布から構成されていてもよい。
　特に、シート強力の面から、熱接着性合成繊維のみからなることが好ましい。
【００１１】
　ここで、本発明における熱接着性合成繊維としては、熱で溶融し相互に結合するもので
あればどのようなものでもよく、この繊維間結合による網目状構造で不織布自体が固定さ
れる。このような熱接着性合成繊維としては、例えばポリオレフィン類、不飽和カルボン
酸類でグラフト化されたポリオレフィン類や、ポリエステル類、ポリビニルアルコール、
さらにはポリ乳酸などの生分解性樹脂から得られる繊維などが挙げられる。
【００１２】
　このような熱接着性合成繊維としては、芯鞘型や偏芯サイドバイサイド型の複合繊維が
好適である。鞘あるいは繊維外周部を構成する低融点の接着性成分としては，ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、またはエチレン／プロピレン共重合体のようなポリオレフィン系、
あるいは低融点共重合ポリエステル系などが挙げられる。芯成分あるいは繊維内層部を構
成するポリマーとしては、鞘より高融点であり、加熱接着処理温度で変化しないポリマー
が好ましい。このような組み合わせとして、例えば，鞘部／芯部が、ポリエチレン／ポリ
プロピレン、ポリエチレン／ポリエステル、ポリプロピレン／ポリエステル、低融点共重
合ポリエステル／ポリエステルなどが挙げられる。これらのポリマーは、本発明の作用・
効果を阻害しない範囲で変性されていても差し支えがない。さらに、フィブリル状繊維で
あっても良い。例えば、三井化学株式会社のＳＷＰなどが挙げられる。
【００１３】
　熱接着性合成繊維は、細いと構成繊維の本数が多くなって繊維間隔が小さくなるので、
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衛材や食品ドリップ吸収体などの用途に求められる隠蔽性が良くなり、しかも風合いや肌
触りも柔らかくなる。太い場合は、繊維間の空隙が大きくなり、嵩高い不織布となるうえ
、通気性もアップするので皮膚近傍の湿度アップが抑制されてムレ感が小さくなる効果も
より期待できる。したがって、繊維の太さは用途に応じて選択すればよいが、好ましい繊
度は、０．５ｄｔ～５０ｄｔであり、さらに、好ましくは、０．８ｄｔ～３０ｄｔである
。５０ｄｔを超えると、得られる不織布シートが硬くなり、肌触りが悪くなったり、皮膚
への刺激が大きくなって好ましくない。一方、０．５ｄｔ未満では不織布の生産性に欠け
るので実用的でない。
【００１４】
　また、熱接着性合成繊維の長さは、１～１５ｍｍが好ましい。繊維が短いと開繊性がよ
くなり、より均一な不織布となりやすいが、１ｍｍ未満になると粉末状に近づき、繊維間
結合による網目構造が作りにくくなるばかりか、不織布としての強力が低くなり、実用性
に欠けるので好ましくない。一方、１５ｍｍより長くなると不織布の強力は上がるが、不
織布製造時の繊維の空気輸送において繊維どうしが絡まりやすくなり、繊維塊状欠点を増
大させるので好ましくない。特に、好ましいのは、３～１０ｍｍである。
【００１５】
　本発明の不織布シートには、上記の熱接着性合成繊維のほかに、レーヨンなどの再生繊
維、アセテートなどの半合成繊維、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアミド、ビニロ
ンなどの合成繊維、ＳＷＰなどのフィブリル状繊維、パルプ、コットン、麻などの天然繊
維などの他の繊維を含んでいてもよい。この場合、不織布シートにおける熱接着性合成繊
維の割合は７０～１００重量％が好ましく、さらに好ましくは８５～１００重量％である
。７０重量％未満の場合は上記の他の繊維の脱落が生じる可能性が多くなるうえ、湿潤強
力も低くなる場合があり、実用上の問題を生じる。
【００１６】
　本発明の不織布シートを形成するこれらの繊維は、熱接着されており、この繊維間結合
による網目状構造で該不織布シートが固定される。
　本発明の不織布シートは、総目付が、１５～１５０ｇ／ｍ２、好ましくは２０～１００
ｇ／ｍ２である。１５ｇ／ｍ２未満では、不織布強力が低下して、不織布製造工程性や商
品としての取扱い性など実用上の問題を生じやすい。一方、１５０ｇ／ｍ２を超えると、
シートが硬くなり、肌触りも悪化してやはり実用上の問題を生じる。
【００１７】
　本発明のこのような不織布シートは、エアレイド法によって製造される。エアレイド法
で製造された不織布は、不織布を形成している繊維が、不織布の長手方向、幅方向および
厚み方向にランダムに３次元配向されているので好ましい。
【００１８】
　ここで、本発明に係るエアレイド法による不織布は、以下のようにして得ることができ
る。
　すなわち、所定量の解繊された熱接着性合成繊維を主成分とする繊維を空気流に均一分
散させながら搬送し、吐出部に設けた細孔から吹き出した該繊維を、下部に設置された金
属またはプラスチックの繊維捕集用ネットであって、該ネット上には、積層される繊維ウ
ェブの厚みの１．２～５倍の高さを有する突起を局部的に設けた繊維捕集用ネット上に落
とし、該ネット下部で空気をサクションしながら、上記繊維を該ネット上に堆積させ、必
要に応じて、この操作を複数回繰り返す。
　例えば、第２回以降のウェブの堆積は、同様にして、上記堆積シートの上に堆積させる
。
　かくて、上記突起に対応した孔が形成される。
　次に、この熱接着性合成繊維が充分その接着効果を発揮する温度に全体を加熱処理して
、本発明の不織布を得ることができる。接着効果を十分発揮させるには、熱接着性合成繊
維の接着成分の融点より５～２０℃高い温度での加熱処理が必要である。
【００１９】
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　なお、ケミカルバインダー樹脂を用いる場合には、堆積されたウェブ上に、各ウェブ形
成ごとに、ホットメルト接着剤、ラテックス系接着剤、エマルジョン系接着剤、樹脂パウ
ダー接着剤などのケミカルバインダー樹脂を散布、もしくは塗布すればよい。
　ここで、これらのケミカルバインダー樹脂の成分としては、ポリオレフィン系、ポリ酢
酸ビニル系、ポリアクリル酸エステル系、合成ゴム系、ポリウレタン系、エポキシ樹脂系
、熱硬化型樹脂系などを挙げることができる。
　これらのケミカルバインダー樹脂の使用量は、通常、固形分換算で、２～２０ｇ／ｍ２

、好ましくは４～１０ｇ／ｍ２であり、合成繊維やパルプ繊維の結合や各層の剥離を生じ
ない範囲で決められる。
【００２０】
　また、本発明の不織布シートには、消臭、抗菌、芳香、保湿、着色、親水、撥水などの
機能加工を付与することもできる。加工法としては、あらかじめそれらの機能を付与した
繊維を混合したり、粉体状の剤を混合したり、液体状の剤をスプレーや含浸したりする方
法が挙げられる。
【００２１】
　このように、エアレイド法で製造された不織布は、不織布の流れ方向、幅方向および厚
み方向へ繊維をランダムに３次元配向させることが可能である。そして、これらが熱接着
するので、層間剥離を起こすことがない。また、エアレイド法で製造した不織布は、均一
性が良好なので、性能のバラツキも少なくなる。
【００２２】
　ここで、本発明に用いられる繊維捕集用ネットとしては、図１～２にみられるように、
通常のプラスチック製、または金属製の捕集用ネット上に、一定間隔（例えば、捕集用ネ
ット長手方向にａ＝７ｍｍ、横手方向にｂ＝１０ｍｍ）で、例えば紫外線硬化性樹脂をス
クリーン印刷で印刷するか、あるいは、塗布し、次いで、紫外線を照射することにより、
該樹脂を硬化させ、合成樹脂塊（例えば、幅ｗ＝３ｍｍ、長さｌ＝５ｍｍ、高さｈ＝２．
２ｍｍ）の突起を形成させる。
　ここで、合成樹脂塊の高さｈは、捕集用ネット上に積層される繊維ウェブの厚みｔの１
．２～５倍、さらに好ましくは１．３～３．５倍とする。合成樹脂塊の高さｈが積層され
る繊維ウェブの厚みｔの１．２倍未満では、合成樹脂塊に対応する孔が形成されない場合
があり、一方、５倍を超えた場合は、突起が高過ぎて安定性に欠けたものとなり、連続生
産に耐えられなくなる。
　合成樹脂塊の具体例は、直径（短径もしくは長径）が１～３０ｍｍ、高さが１～１０ｍ
ｍ程度の球状、あるいは楕円状のものが挙げられる。
　以上のように、合成樹脂塊の形成は、図２に示すような楕円状のほか、ほぼ球状であっ
てもよい。なお、合成樹脂塊は、楕円状のものとほぼ球状のものが混在していてもよい。
　また、図２に示すほぼ楕円状のサイズの具体例としては、ａが３～４０ｍｍ、ｂが２～
３０ｍｍ、幅ｗが１～２０ｍｍ、長さｌが１．５～３０ｍｍ、高さｈが１～１０ｍｍのも
のが挙げられる。
【００２３】
　なお、合成樹脂塊の形成は、以上のような手段に限定されるものではなく、ポリエチレ
ン、ポリプロピレンなどのオレフィン系樹脂、ポリエステル系エラストマー樹脂、ナイロ
ン樹脂、熱可塑性または硬化性のポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ゴム系樹脂などを溶
融状態で、または硬化剤を混合した液体状態で、直接、捕集用ネット上の所定の位置に吐
出し、冷却固化、あるいは加熱硬化させたりしても良い。ポリ塩化ビニル系樹脂などのス
ラリー状の合成樹脂を用いることもできる。さらに、発泡剤をあらかじめ混ぜておいて発
泡体として形成しても良い。
　エアレイドウェブの繊維間結合を付与する熱処理において、熱接着性合成繊維の接着成
分の融点よりも５～２０℃高い温度を加える必要があるので、これらの合成樹脂塊を形成
する樹脂は、この温度よりも高い耐熱温度のものが必要となる。耐熱温度は、１４０℃以
上であり、好ましくは１６０℃以上である。
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【００２４】
　以上の突起（有孔不織布シートの孔に相当する）の大きさは、得られる不織布シートの
孔に対応する大きさにより、適宜、設定される。ここで、本発明の不織布シートは、熱接
着性合成繊維の接着成分の融点より５～２０℃高い温度でこの繊維ウェブを全体に加熱処
理して得られるが、上記熱接着性合成繊維はやや熱収縮を生じることが多いので、孔は加
熱処理によってやや小さくなる傾向がある。従って、孔部の深さや大きさを所望のものに
するには、捕集用ネット上に形成するべき合成樹脂塊（突起）の高さや大きさをあらかじ
めやや大きめに設定することが好ましい。例えば、好ましくは孔部のサイズと合成樹脂塊
（突起）のサイズの比は１／１．０５～１．５の範囲である。これは、使用する熱接着性
合成繊維の熱特性、加熱処理の方法、条件によって異なる。
　なお、合成樹脂塊などの突起の形状は、ほぼ球状や楕円状のほか、三角、四角、多角、
十字、直線、曲線、格子、網目、不定形、あるいは文字や何らかのマーク、ロゴを表すも
のであってもよい。
【００２５】
　このような突起を有する繊維捕集用ネットを用いて、エアレイド法により、繊維ウェブ
を堆積させると、例えば図１に示すように、合成樹脂塊の部分は、空気流が非透過である
ので、繊維ウェブが透過性のネット側の上に流れて、合成樹脂塊の突起に対応する孔部が
形成された多孔の繊維ウェブが得られる。
　さらに、例えば、この上に、１層あるいは２層の上記したような繊維ウェブを形成すれ
ば、二層、あるいは三層の多孔繊維ウェブが得られる。
　そして、図１に見られるように、合成樹脂塊の高さｈは、捕集用ネット上に積層される
繊維ウェブの厚さｔより１．２倍以上であるので、合成樹脂塊に対応する個所には、繊維
ウェブが積層されずに、この合成樹脂塊に対応する個所には、それぞれ、孔が形成される
。
【００２６】
　次に、熱接着性合成繊維の接着成分の融点より５～２０℃高い温度でこの繊維ウェブを
全体に加熱処理して、本発明の有孔不織布シートを得ることができる。
　この加熱処理の具体例としては、熱風処理が挙げられる。例えば、この繊維間結合を形
成するための熱風処理としては、熱接着性複合繊維の低融点成分（芯鞘型複合繊維の鞘成
分、あるいはサイドバイサイド型複合繊維の低融点側成分）の融点以上の温度が必要であ
る。しかしながら、低融点成分の融点よりも３０℃以上高い場合、あるいは高融点成分（
芯鞘型複合繊維の芯成分、あるいはサイドバイサイド型複合繊維の高融点成分）の融点以
上の場合は、繊維の熱収縮が大きくなり易く、地合いの悪化を招くので好ましくない。従
って、熱風処理温度は、通常、１１０～２００℃、好ましくは１２０～１８０℃である。
【００２７】
　以上のようにして得られる本発明の有孔不織布シートは、孔部（合成樹脂塊の突起に相
当する）と積層ウェブ部（合成樹脂塊が形成されていない部分に堆積されたウェブ）が形
成される。すなわち、本発明の有孔不織布シートは、積層ウェブ上に複数の孔部が形成さ
れる。
　ここで、孔の個数は、５，０００～６０，０００個／ｍ２、好ましくは８，０００～５
０，０００個／ｍ２である。孔の個数が５，０００個／ｍ２未満の場合は、小さい孔がま
ばらに点在しているか、もしくは孔の大きさが極めて大きい状態を意味するかである。小
さい孔がまばらの場合は、本発明の作用、効果が薄れるし、逆に孔が大き過ぎる場合は、
吸収性物品に使用した場合に、液体の逆戻りの現象を生じるので、好ましくない。一方、
６０，０００個／ｍ２を超える場合は、孔の大きさが小さ過ぎるか、もしくは孔と孔の間
隔が小さ過ぎることを意味する。孔があまりにも小さい場合は、作用、効果が薄れるばか
りでなく、捕集ネット上に極めて小さい樹脂塊突起を作製することになるので、精度よく
作製できなくなり、現実的でない。孔間の間隔を狭める場合は、シート強度がダウンする
ので実用に耐えられなくなる。
　孔数は、捕集用ネット上の上記合成樹脂塊の単位面積あたりの個数によって適宜設定で
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きる。
【００２８】
　また、本発明の有孔不織布シート上の孔の総面積率は、２０～７０％、好ましくは３０
～６０％である。２０％未満では、孔部により得られる性能上の特徴が得られにくく、一
方、７０％を超えると、孔部同士が接近しすぎてシート強力が低下し、実用的でない。
　この孔の総面積率をこの数値範囲にするには、樹脂塊の設計を適正化すればよい。例え
ば、孔の総面積率は、合成樹脂塊の平面方向の大きさ、図２に示す間隔ａ，ｂの寸法、な
どにより、適宜設定することができる。
【００２９】
　本発明の有孔不織布シートは、吸収性物品の表面シートに用いると、吸収体への液体の
移行が孔部を通じてスムースであり、しかも皮膚との接触面積が小さいので、肌への刺激
が小さく、排出された液体によるウエット感が小さく、ムレ感が小さくなるという優れた
効果を有する。トップシートと吸収体の間、つまりセカンドシートとして用いた場合にお
いても、上記に近い効果を期待できる。
【００３０】
　以上の本発明の有孔不織布シートは、例えば図１に示すように、合成樹脂塊に相当する
複数の孔部を有し、該孔部のサイズは、球状の直径、あるいは楕円状の短径もしくは長径
が１～３０ｍｍ、好ましくは１．５～２５ｍｍ、深さ（繊維ウェブの厚さｔに相当）が０
．２～５ｍｍ、好ましくは０．３～４ｍｍである。孔部の直径（または短径もしくは直径
）が１ｍｍ未満では、孔部によって得られる効果が小さく、一方、３０ｍｍを超えると、
シート強力が低下し、実用的でない。また、孔部の深さ（繊維ウェブの厚みに相当）が、
０．３ｍｍ未満では、やはり孔部によって得られる効果が小さく、一方、５ｍｍを超える
深さ（厚さ）になると、人体に接する衛材、ワイパー、吸収体の用途においてはしなやか
さが無くて実用的でなくなるばかりか、このように高い樹脂塊突起を捕集ネットに適用し
た場合は、連続生産でつぶれたり傾いたりしやすくなるので、生産上の問題を生じる。
　上記孔部のサイズは、上記合成樹脂塊（突起）のサイズを変更したり、繊維ウェブの熱
処理条件を変えることにより、容易に調整することができる。
【００３１】
　なお、本発明の不織布シートは、本発明の趣旨の範囲であれば、孔部に多少の繊維ウェ
ブが存在していてもよく、この場合、該孔部の繊維ウェブの目付けは６ｇ／ｍ２未満の量
、存在していてもよい。
　また、本発明の有孔不織布シートは、多数の孔部が存在するゾーンがシート全面の２０
～７０％であれば、シート全面に存在していなくてもよい。例えば、多数の孔部が存在す
るゾーンと、全く孔部が存在しないゾーンとがタテ、ヨコ、斜めなどの交互のストライプ
状に共存してもよく、あるいは多数の孔部が存在するゾーンが円形、角形などのパターン
状であってもよい。
　さらに、本発明の趣旨の範囲であれば、孔部が一定形状でなくても構わなく、文字、あ
るいは何らかのパターンやロゴを表していても良い。
【００３２】
　かくて、本発明の有孔不織布シートは、不織布シート上に孔部が複数形成された立体的
な構造を有し、吸収性物品の表面シート、あるいはセカンドシートに有用である。
　本発明のシートは、生理用品、生理ナプキン、おりものシート、紙おむつなどのほか、
食品から発生する水分や血液などの液体を吸収する食品トレイのドリップ吸収体、あるい
は対人、対物などに使用されるドライ状、またはウエット状のワイパーなどにも好適であ
る。
　また、本発明の有孔不織布シートは、蜂の巣状、格子状などの孔部を有し、高通気性を
有する各種包装材、緩衝材などとしても用いられる。
　また、本発明の有孔不織布シートは、表面積が大であるので、繊維ウェブ中に繊維状活
性炭などの吸着性繊維、活性炭、シリカゲルなどの吸着性粉体などを含有させることによ
り、悪臭ガス、悪臭液体、湿気などの吸着性シートとしても用いられる。
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【００３３】
　なお、本発明の有孔不織布シートは、上記の熱風処理に続いて、熱圧処理することもで
きる。熱圧処理は、必要に応じてカレンダー処理が用いられる。孔部と繊維ウェブ部の不
織布形状を熱風処理して安定化した後にカレンダー処理するのが好ましい。カレンダー処
理に用いるローラーとしては、全体に均一な熱圧を加えるため、平滑表面の一対の金属ロ
ーラー、または金属ローラーと弾性ローラーの組み合わせを用いることが好ましいが、多
段ローラーであっても良い。また、本発明の趣旨を損なわない範囲であれば、凸凹表面の
エンボスローラーであっても良い。
【００３４】
　カレンダー処理する際の温度は、用いる熱接着性複合繊維の種類や、全体の目付により
適宜選択されるが、あらかじめ熱風処理してある場合には、熱圧処理は厚さ調整の役割と
なり、常温～低融点成分の融点までの範囲で任意に設定できる。融点に近い高温の場合に
は不織布強力がアップする傾向があるものの、繊維が扁平化して繊維間隔が小さくなり高
密度のシートとなって、本発明の作用、効果が薄れるというデメリットを生じやすい。常
温に近い場合には、有孔不織布シートとしての性能を維持しつつ、さらに商品として求め
られる適切な厚さに調整することができる。好ましくは、常温～１００℃である。
【００３５】
　また、カレンダー処理の線圧は、幅方向で均一な線圧になるよう設定すれば、任意の圧
力を選択することができる。高圧過ぎる場合は上記した高温カレンダー処理のような、繊
維扁平化、高密度化によるデメリットが生じ、低圧過ぎる場合は厚さ調整の効果が低い。
通常、２～３０ｋｇｆ/ｃｍが好ましい。
【００３６】
　さらに、本発明の有孔不織布シートは、エアレイド不織布と他の不織布、例えばサーマ
ルボンド、スパンレース、ケミカルボンド、スパンボンド、メルトブロー、湿式不織布、
プラスチックネット、織編物、寒冷紗、紗などとの複合体であっても良い。複合化する手
段としては、ホットメルト、ケミカルボンド、パウダーボンド、カレンダー、ドッドエン
ボスなど、本発明の趣旨を阻害しない方法を適宜選択すればよいが、最も好適には、エア
レイドウェブ捕集時にキャリアシートとして用い、積層・一体化する方法が挙げられる。
【実施例】
【００３７】
　以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。
　実施例１（衛材用途）
　図２において、ａ＝７ｍｍ、ｂ＝１０ｍｍ、ｗ＝３ｍｍ、ｌ＝５ｍｍ、ｈ＝２．２ｍｍ
である形状になるよう、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）製の捕集用ネットに市販
の２液混合型エポキシ樹脂（コニシ（株）製、ボンド・クイック５＃１６１２３）を用い
てドット状の樹脂塊を多数形成した。この上に、鞘ＰＥ（ポリエチレン）／芯ＰＥＴから
なる熱接着性複合繊維（帝人ファイバー（株）製、２．２ｄｔ×５ｍｍ）を１２ｇ／ｍ２

となるよう、エアレイド法でウェブを形成した。さらにこの上に、鞘ＰＥ／芯ＰＥＴの熱
接着性複合繊維（帝人ファイバー（株）製、１．７ｄｔ×５ｍｍ）を１２ｇ／ｍ２となる
よう、エアレイド法で形成した。次いで、この２４ｇ／ｍ２のエアレイド２層ウェブを熱
オーブン中で１４５℃に加熱し繊維間結合を生じさせて、有孔不織布シートを作成した。
孔は２８,５００個／ｍ２であり、非孔あき部で測定したシート厚さは０．４ｍｍで、孔
の総面積率は３４％であった。
　市販の生理用品の表面シートを剥がしてからこのシートの非ネット面が肌に接するよう
にして取替えて用いたところ、経血は孔あき部からすばやく吸収体に移行し、かつ逆戻り
しにくいものであった。表面シートに空隙があるので肌のサラッとした感じは良好で、肌
触りも良く、衛生材料として有用なシートであった。
【００３８】
　比較例１（衛材用途）
　捕集ネットとして樹脂塊のないものを用い、その他は全て実施例１と同様とし、孔のな
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い２４ｇ／ｍ２のエアレイド不織布シートを得た。シート厚さは０．３５ｍｍであった。
　これを実施例１と同様な方法で生理用品の表面シートとして用いたところ、孔がないの
で経血の吸収速度がやや遅く、かつシート全面が肌に接触しているので蒸れた感触があり
、快適感に欠けるものであった。
【００３９】
　実施例２（衛材用途）
　市販の生理用品の表面シートを剥がしてから、この表面シートと吸収体との間に、実施
例１のシートを挟み込み、セカンドシートとして用いた。経血の初期吸収速度が悪化する
こともなく、実用上十分であり、しかも吸収体からの経血の逆戻りはほとんど無くなり、
肌のサラッとした感じは良好で、衛生材料として有用なシートであった。
【００４０】
　比較例２（衛材用途）
　比較例１の孔なしシートを、実施例２と同様な方法でセカンドシートとして用いた。孔
がないので吸収速度が遅く、肌の蒸れた感触が強くあり、快適性に欠けるものであった。
【００４１】
　実施例３（清掃用途）
　図２において、ａ＝１３ｍｍ、ｂ＝１５ｍｍ、ｗ＝６ｍｍ、ｌ＝１０ｍｍ、ｈ＝２．７
ｍｍなる形状となるよう、ＰＥＴ製の捕集用ネットに実施例１と同様にしてドット状の樹
脂塊を多数形成した。この上に、鞘ＰＥ／芯ＰＥＴからなる熱接着性複合繊維（帝人ファ
イバー（株）製、２．２ｄｔ×５ｍｍ）を５０ｇ／ｍ２となるよう、エアレイド法でウェ
ブを形成した。次いで、熱オーブン中で１４５℃に加熱し繊維間結合を生じさせて、有孔
不織布シートを作成した。孔は１０,２５０個／ｍ２であり、非孔あき部で測定したシー
ト厚さは０．７ｍｍで、孔の総面積率は４８％であった。
　この有孔不織布シートをタテ２００ｍｍ×ヨコ３００ｍｍに断裁し、市販の棒付きフロ
ーリング清掃用具に取り付け、家庭のフローリングシートとして用いた。孔を有するので
ヒトや小動物の毛髪、繊維くず、塵埃などを捕獲、維持しやすく、清掃用シートとして有
用であった。
【００４２】
　実施例４（食品ドリップ吸収体）
　実施例３と同様な形状となるよう、ＰＥＴ製の捕集用ネットにドット状の樹脂塊を多数
形成した。
　この上に、まず鞘ＰＥ／芯ＰＥＴからなる熱接着性複合繊維（帝人ファイバー（株）製
、２．２ｄｔ×５ｍｍ）を１０ｇ／ｍ２、次いでこの上に、鞘ＰＥ／芯ＰＰの熱接着性複
合繊維（チッソポリプロ繊維（株）製、１．７ｄｔ×５ｍｍ）と木材パルプ（Ｗｅｙｅｒ
ｈａｅｕｓｅｒ社製、ＮＢ４１６）粉砕品との８０／２０重量％の混合物を７０ｇ／ｍ２

、さらにこの上に上記鞘ＰＥ／芯ＰＥＴからなる熱接着性複合繊維（帝人ファイバー（株
）製、２．２ｄｔ×５ｍｍ）を１０ｇ／ｍ２、それぞれエアレイド法で形成した。次いで
、このトータル９０ｇ／ｍ２のエアレイド３層積層ウェブを熱オーブン中で１４５℃に加
熱し繊維間結合を生じさせて、有孔不織布シートを作成した。孔は１０,２５０個／ｍ２

であり、非孔あき部の厚さが１．２ｍｍで、孔の総面積率は４８％であった。
　このシートを１５ｃｍ×２０ｃｍに断裁したものを、発泡スチロール製のトレイに敷き
、新鮮なカツオの切り身３００ｇを収納し、全体をラップでくるんで1日室温放置した。
カツオからのドリップ液はこのシートが全て保液し、トレイ底部に溜まりは無く、かつシ
ートの接触面積が小さいので、魚肉の傷みも少なく新鮮さを保ち、食品用ドリップ吸収シ
ートとして有用であった。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明の有孔不織布シートは、生理用品、生理ナプキン、おりものシート、紙おむつお
よびその他の吸収性物品に使用される表面シート、またはセカンドシートとして有用であ
る。また、本発明の有孔不織布シートは、そのほか食品から発生する血液や水分などの液
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体を吸収する食品トレイのドリップ吸収体、食品包装シート、緩衝材、あるいは対人、対
物などに使用されるドライ状、またはウエット状のワイパー、さらには表面積が大なので
悪臭ガスなどの吸着に適し吸着性シートなどに利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の有孔不織布シートの製造工程において、捕集用ネット上に堆積された繊
維ウェブを示す説明図である。
【図２】本発明の有孔不織布シートの製造に用いられる捕集用ネットの平面構成図である
。

【図１】

【図２】
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